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告 示

島根県告示第74号

平成31年農林水産省告示第93号で保安林の指定施業要件を変更された次の保安林については、当該処分に係る通知の相

手方が不分明であるので、森林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、その通知の内容を吉賀町役場に掲示す

るとともにその要旨を告示する。

平成31年２月５日

島根県知事 溝 口 善兵衛

保安林の所在場所及び不分明である通知の相手方

保 安 林 の 所 在 場 所 不分明である通知の相手方

雲南市加茂町宇治666－７、666－10 多々納 充昭

島根県告示第75号

国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、地籍調査の成果を次のとおり認証したので、同条第

４項の規定により告示する。

平成31年２月５日

島根県知事 溝 口 善兵衛

調査を行った時期 調査を行った地域 認証年月日
調査を行っ 成果の名称

た者の名称 地籍図 地籍簿

松江市 平成29年度～30年度 ６枚 １冊 大野（10） 平成31年１月25日

隠岐の島町 平成28年度～29年度 10枚 １冊 西田② 平成31年１月25日

隠岐の島町 平成28年度～29年度 13枚 １冊 北方⑥ 平成31年１月25日

隠岐の島町 平成27年度～29年度 12枚 １冊 都万 －２ 平成31年１月25日

公 告

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和28年法律第35号）第56条第７項の規定により、平成30年度に検

査した収去飼料の試験結果の概要を次のとおり公表する。

平成31年２月５日

島根県知事 溝 口 善兵衛

栄養成分に関する検査

試 験 結 果 の 概 要
製造事業場等 製造

備考の名称及び所 （輸入）
収去 粗たん 粗脂肪 粗繊維 粗灰分 カルシ りん その他の検査

飼料の名称
場所 白質 ウム

在地 年月
（％） （％） （％） （％） （％） （％） （水分：％）

島根県飯石郡 同左 11号 平成30年 15.4 2.4 4.6 8.1 1.13 0.49 12.4

飯南町 11月

ＡＳＴ飼料合 16号 平成30年 14.8 3.5 6.4 4.1 0.50 0.60 12.5

理化センター 12月

島根県大田市 同左 モリン－Ｃ 平成30年 0.4 0.1 0.2 89.7 0.38 0.03 9.6
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温泉津町 ９月

有限会社小林

モリン工業所

河川法（昭和39年法律第167号）第75条第１項の規定により命じた措置について、同条第３項の規定により河川管理者

又はその命じた者若しくは委任した者において当該措置を行い、同条第４項の規定により当該工作物を保管したので、同

条第５項及び河川法施行令（昭和40年政令第14号）第39条の３第１項第２号の規定により次のとおり公告する。

なお、当該工作物の保管に要した費用については、河川法第75条第９項の規定により、当該工作物の返還を受けるべき

所有者等の負担とする。

平成31年２月５日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 保管した工作物の名称又は種類、形状及び数量

ＦＲＰ船 ２隻

２ 当該工作物の放置されていた場所及び当該工作物を除却した日時

 場所

ア 一級河川斐伊川水系京橋川（希望橋上流約20ｍの右岸）

イ 一級河川斐伊川水系佐陀川（本郷橋上流約10ｍの左岸）

 日時

平成31年１月17日８時30分から同日17時00分まで

３ 当該船舶等の保管を始めた日時及び保管の場所

 日時

平成31年１月17日 17時00分

 場所

松江市富士見町地内の県有地（松江港馬潟地区）

４ 当該工作物を返還するため必要な事項

 当該工作物の所有者、占有者その他工作物について権原を有する者（以下「所有者等」という。）の氏名及び住所

が確認できる書類の提示

 所有者等であることを証明する書類の提示

５ 本件に関する問合せ先及び関係図書の閲覧場所

〒690－0011 松江市東津田町1741番地１

島根県松江県土整備事務所維持管理部管理課 電話 0852－32－5734

選 挙 管 理 委 員 会 規 程

選挙運動等実施規程の一部を改正する規程をここに公布する。

平成31年２月５日

島根県選挙管理委員会委員長 津 田 和 美

島根県選挙管理委員会規程第１号

選挙運動等実施規程の一部を改正する規程

選挙運動等実施規程（昭和30年島根県選挙管理委員会規程第３号）の一部を次のように改正する。

第3,080号 島 根 県 報 平成31年２月５日

3



目次中「第72条の２」を「第72条の３」に改める。

第２条第２号中「第98号」を「第89号」に改める。

第10条の２を削る。

第46条の２第２項中「上半身手札型」を削る。

第59条第１項中「並びに」を「及び」に、「予め」を「あらかじめ」に改め、同条第２項中「第175条第５項」を「第

175条第６項」に、「並びに」を「及び」に、「予め」を「あらかじめ」に改める。

第68条中「第67条」を「前条第１項」に改める。

第27号様式の３を次のように改める。

第3,080号 島 根 県 報 平成31年２月５日

4



(第57条)第27号様式の３

備
考１

参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
等
の
掲
示
は
、
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
数
等
に
よ
り
必
要
が
あ
る
場
合
は
左
右
二
列
に
わ
た
っ
て
掲
示
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

２

参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
等
の
掲
示
は
、
公
職
選
挙
法
第
百
七
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
順
序
に
従
い
、
上
か
ら
行
う
も
の
と
す
る

こ
と
。
た
だ
し
、
左
右
二
列
に
掲
示
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

右
列
に
つ
い
て
上
段
か
ら
順
次
行
っ
た
後
、
左
列
に
つ
い
て
も
同
様
に
行
う
も
の
と

、

す
る
こ
と
。

３

「
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称

「
略
称
」
及
び
「
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
」
に
つ
い
て
は
縦
書
き
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い

」
、

て
は
、
参
議
院
名
簿
に
よ
る
候
補
者
届
出
書
の
記
載
に
従
っ
て
、
ふ
り
が
な
を
付
す
こ
と
。

４

優
先
的
に
当
選
人
と
な
る
べ
き
候
補
者
の
氏
名
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
の
掲
示
は
、
当
該
優
先
的
に
当
選
人
と
な
る
べ
き
候
補
者
を
届
け

出
た
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
「
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
」
の
欄
に
行
い
、
公
職
選
挙
法
第
百
七
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
参
議

院
名
簿
届
出
政
党
等
に
係
る
そ
の
他
の
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
の
次
に
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

(ふ り が な)

参議院名簿登載者の

氏名

(ふ り が な)

略称

(ふ り が な)

参議院名簿届出

政党等の名称

何
年
何
月
何
日
執
行

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙

参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
名
称
等
及
び
参
議
院
名
簿
登
載
者
氏
名
掲
示

何
市(

町)
(

村)

選
挙
管
理
委
員
会

（
順
位

（
氏
名
）

）優
先
的
に
当
選
人
と

な
る
べ
き
候
補
者
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附 則

この規程は、公布の日から施行する。
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